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平
成
２１
年
度
ま
ち
ぐ
る
み
総
合
健
診
の
ご
案
内
 ど
な
た
で
も
特
定
健
診
を
 

受
診
で
き
ま
す
 

 

区　分 個　人　負　担　額

２０歳以上 
４０歳未満の方 
 

後期高齢者医療 
保険加入の方 

４０
歳
以
上
７５
歳
未
満
の
方
 

加東市国民健 
康保険加入の 
方 

加東市国民健 
康保険以外の 
医療保険加入 
の方 

１,４００円 

無料 

１,４００円 

○ご加入の医療保険から発行された受診券
　を持参された方は、その医療保険が定め
　た額 
○受診券をお持ちでない場合は、いったん
　受診費用全額（６,０００円程度）を個人負担
　していただき、指定日に受診券を提出し
　ていただくことで、ご加入の医療保険の
　定めた額を差し引いて返金いたします。 
　（指定日に受診券の提出がない場合は全
　額個人負担となります。指定日は後日お
　知らせいたします） 

　
平
成
２１
年
度
の
ま
ち
ぐ
る
み
総
合
健
診
を
４
月
１５
日
（水）
か
ら
５
月
１４

日
（木）
の
期
間
で
実
施
し
ま
す
。
 

　
平
成
２１
年
度
は
、
加
東
市
で
は
２０
歳
以
上
の
市
民
の
方
な
ら
ど
な
た

で
も
、
ま
ち
ぐ
る
み
総
合
健
診
で
「
特
定
健
診
」
を
受
け
て
い
た
だ
け

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
 

　
生
活
習
慣
病
の
早
期
発
見
･
予
防
の
た
め
、
年
に
一
度
は
必
ず
健
診

を
受
け
て
、
ぜ
ひ
み
な
さ
ま
の
健
康
づ
く
り
に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。
 

　
平
成
２０
年
４
月
か
ら
厚
生
労
働
省

の
医
療
制
度
改
革
の
一
環
と
し
て
メ

タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓

脂
肪
型
肥
満
）
に
着
目
し
た
生
活
習

慣
病
の
早
期
発
見
・
予
防
の
た
め
の

「
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
」
が

始
ま
り
ま
し
た
。
 

　
医
療
制
度
改
革
初
年
の
平
成
２０
年

度
ま
ち
ぐ
る
み
総
合
健
診
で
は
、「
特

定
健
診
」
の
受
診
対
象
者
が
年
齢
や

加
入
さ
れ
て
い
る
医
療
保
険
に
よ
り

区
分
さ
れ
、
４０
歳
か
ら
７４
歳
ま
で
の

加
東
市
国
民
健
康
保
険
以
外
の
保
険

に
ご
加
入
の
方
は
、
ま
ち
ぐ
る
み
総

合
健
診
で「
特
定
健
診
」を
受
け
て
い

た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

　
し
か
し
、
平
成
２１
年
度
は
、「
特

定
健
診
」
の
受
診
機
会
を
拡
大
し
、

市
民
の
み
な
さ
ま
の
健
康
増
進
を
図

る
た
め
、
２０
歳
以
上
の
す
べ
て
の
市

民
の
方
が
、
市
の
ま
ち
ぐ
る
み
総
合

健
診
で
「
特
定
健
診
」
を
受
け
て
い

た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
い
た

し
ま
す
。
 

特
定
健
診
を
ま
ち
ぐ
る
み
健
診
で
 

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
 

　
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
と

は
、
お
腹
の
周
り
に
脂
肪
の
つ
く
内

臓
脂
肪
型
肥
満
に
加
え
、
脂
質
異
常
、

血
圧
高
値
、
高
血
糖
の
危
険
因
子
を

２
つ
以
上
あ
わ
せ
も
っ
た
状
態
を
い

い
ま
す
。
危
険
因
子
を
複
数
あ
わ
せ

も
つ
ほ
ど
、
心
臓
病
や
脳
卒
中
を
発

症
す
る
危
険
度
が
高
ま
り
ま
す
。
 

　
平
成
２０
年
度
の
加
東
市
特
定
健
診

受
診
結
果
で
は
、
該
当
者
お
よ
び
予

備
群
が
５
人
に
１
人
と
い
う
状
況
で

し
た
。
予
防
が
何
よ
り
大
切
で
す
の

で
、
ぜ
ひ
特
定
健
診
を
受
け
て
自
分

の
健
康
状
態
を
見
つ
め
直
す
機
会
に

し
ま
し
ょ
う
。
 

特
定
健
診
を
受
け
て
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
 

シ
ン
ド
ロ
ー
ム
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
 

　
今
月
の
広
報
か
と
う
と
一
緒
に
お

配
り
し
た
「
平
成
２１
年
度
ま
ち
ぐ
る

み
総
合
健
診
、
婦
人
が
ん
検
診
申

込
・
調
査
票
」
に
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、
申
込
・
調
査
票
が
入
っ
て

い
た
封
筒
な
ど
に
密
封
し
、
期
日
ま

で
に
お
住
ま
い
の
地
区
ご
と
に
定
め

ら
れ
た
提
出
先
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

（
受
診
さ
れ
な
い
方
も
ご
提
出
く
だ

さ
い
）
 

　
な
お
、
地
区
回
収
さ
れ
な
い
場
合

は
、
２
月
２３
日
（月）
ま
で
に
社
保
健
セ

ン
タ
ー
へ
持
参
、
郵
送
ま
た
は
フ
ァ

ッ
ク
ス
し
て
く
だ
さ
い
。
持
参
さ
れ

る
場
合
は
、
各
庁
舎
の
窓
口
セ
ン
タ

ー
で
も
受
け
付
け
い
た
し
ま
す
。
 

　
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

し
た
電
子
申
請
も
可
能
で
す
。
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
電
子
申
請
サ
ー
ビ

ス
」
の
バ
ナ
ー
か
ら
ア
ク
セ
ス
し
て

く
だ
さ
い
。
 

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
保
健
介
護
部
健
康
課

　
　
　
　
（
社
保
健
セ
ン
タ
ー
）

　
1
４
２
・
２
８
０
０

　
1
４
３
・
０
４
３
６

　
FAX
４
２
・
３
９
７
８

ま
ち
ぐ
る
み
総
合
健
診
の
 

申
込
方
法
 

ま
ち
ぐ
る
み
健
診
会
場
で
特
定
健
 

診
を
受
診
で
き
る
理
由
 

 

身
近
な
ま
ち
ぐ
る
み
総
合
健
診
を
 

ご
利
用
く
だ
さ
い
 

　
４０
歳
か
ら
７４
歳
ま
で
の
加
東
市
国

民
健
康
保
険
以
外
の
保
険
に
加
入
さ

れ
て
い
る
方
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り

ご
加
入
の
医
療
保
険
が
指
定
す
る
健

診
機
関
で
「
特
定
健
診
」
を
受
診
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
多
く
の
医
療
保
険
が
、

加
東
市
が
ま
ち
ぐ
る
み
総
合
健
診
を

委
託
し
て
い
る
ＪＡ
兵
庫
厚
生
連
を
健

診
機
関
と
し
て
指
定
（
契
約
）
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
加
東
市
ま
ち
ぐ
る

み
総
合
健
診
会
場
で
も「
特
定
健
診
」

を
受
診
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
 

　
ま
た
、
ＪＡ
兵
庫
厚
生
連
と
契
約
さ

れ
て
い
な
い
医
療
保
険
に
ご
加
入
の

場
合
は
、
健
診
費
用
を
全
額
ご
負
担

い
た
だ
く
こ
と
で
「
特
定
健
診
」
を

受
診
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
 

   　
ま
ち
ぐ
る
み
総
合
健
診
は
、「
特

定
健
診
」
と
「
が
ん
検
診
」
な
ど
を

総
合
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。
 

　
す
べ
て
の
方
が
、
ま
ち
ぐ
る
み
総

合
健
診
会
場
で
特
定
健
診
を
受
診
し

て
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
が
ん
検
診

も
含
め
て
、
一
年
に
一
度
の
健
康
診

断
に
身
近
な
ま
ち
ぐ
る
み
健
診
を
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
 

まちぐるみ総合健診
まちぐるみ総合健診とは、特定健診とその他のがん検

診などを総合的に行う健康診断です。

○特定健診

　（身体測定、血圧、血液検査など）

【検査内容】

メタボリックシンドロームの危険因子

を調べる検査が中心になります。

○その他の検診

　各種がん検診（胃がん検診、肺がん

　検診、大腸がん検診、前立腺がん検

　診など）、肝炎ウイルス検査、骨

　粗しょう症検診など

※平成２１年度は新規に、腎臓機能を
　調べる検査として、クレアチニン、
　尿酸の検査項目が加わります。 

平成２０年度は、４０歳から７４歳までの加東市
国民健康保険以外の医療保険にご加入の方は
受診していただくことができませんでしたが、
平成２１年度は、２０歳以上のすべての市民の
方に受診していただくことができるようにい
たします。 

これまでどおり、２０歳以上のすべての市民の
方に受診していただくことができます。 
（ただし、検診の種類によって、年齢制限が
あるものもあります） 

３か月で３ｋｇやせる市民大運動～サンサンチャレンジ～

ダイエットのプロから学ぶ市民公開講座を開催 
サンサンチャレンジに登録されていない方も参加できます！

　メタボリックシンドロームや生活習慣病を予防するため、
市民一体となってダイエットに挑戦する「３か月で３ｋｇ
やせる市民大運動」も２年目を迎え、現在、４１５名の方々

にチャレンジしていただいています。
そこで、成果発表をかねて市民公開講
座を開催します。 
　笑って得する！お話で定評のあるダ
イエットのプロの先生から「楽しくや
せる方法」を一挙公開。さらに、ダイ
エット成功者の裏話は、役に立つこと
間違いなしです。 
　どなたでもご参加いただけますので、
ぜひお越しください。 

ダイエットのプロ
坂根直樹先生

※サンサンチャレンジに登録された方は2月17日（火）までに3か月終了後の体重を報告してください。 

申し込み・問い合わせ　　保健介護部健康課（社保健センター）　142-2800　FAX42-3978

ダイエットのプロから学ぶ市民公開講座
日　時　３月７日（土）　１３：３０～ 
場　所　社福祉センター 大ホール 
講　演　「笑って得する！ 
　　　　　リバウンドしないコツ」 
講　師　京都医療センター予防医学研究室長 
　　　　坂根直樹先生（医学博士） 
申し込み　３月５日（木）までに社保健センター
　　　　　へ電話、ファックスでお申し込み
　　　　　ください。 
　　　　※当日参加も受け付けますが、準備
　　　　　の都合上、できるだけ事前申し込
　　　　　みをお願いします。 

※年齢基準日は、平成２２年４月１日現在です。 
　なお、後期高齢者医療保険加入者とは、まちぐるみ総合健 
　診受診日当日において、後期高齢者医療保険に加入されて 
　いる方をいいます。 

平成21年度の特定健診

特定健診の個人負担額

20歳以上
40歳未満
の方

40歳以上75歳未満の方 後期高齢者
医療保険
加入の方

加入されている
医療保険により
個人負担額が異
なります。

加東市国民
健康保険加入
の方

加東市国民健康
保険以外の医療
保険加入の方

どなたでもまちぐるみ総合健診で受診していただけます。


